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1.助成申請情報

　民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成28年法律
第101号）に基づき資金分配団体として助成を受けたく、下記のとおり申請をします。
　なお、下記４に記載した誓約等の内容について相違がなく、これらの誓約等に反したことに
より、選定の取り消し等が行われることとなっても、異議は一切申し立てません。

■申請団体が申請に際して確認する事項

 

(１)申請資格要件（欠格事由）について

申請資格要件について確認しました

(２)公正な事業実施について

公正な事業実施について確認しました

(３)規程類の後日提出について※緊急枠の場合なし

規程類の後日提出について確認しました

(４)情報公開について（情報公開同意書）

情報公開について確認しました

(5)JANPIA役員との兼職関係の有無について

兼職がないことを確認しました





団体名 指導等の年月日 指導等の内容 団体における措置状況

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし



休眠預金活用事業 事業計画書 【2025年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

○ (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
○ ① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援

② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
⑨ その他

○ (2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
○ ④ 働くことが困難な人への支援

⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
⑥女性の経済的自立への支援
⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
⑨ その他

SDGsとの関連

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） ダイバーシティと働くの推進事業

事業名（副）
団体名

事業の種類1 ②ソーシャルビジネス形成支援事業
公益社団法人日本サードセクター経営者協会 コンソーシアムの有無 なし

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題

事業の種類2
事業の種類3

_8.働きがいも経済成長も 8.6   2020年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも
行っていない若者の割合を大幅に減らす。

発達障害の若者は臨機応援な業務への対応はできないが、決められた手順にしたがってなら丁寧な仕事
ができる。地域の多彩な事業体の中から若者にあった仕事を探し、雇用をしながら訓練していく。

ゴール ターゲット 関連性の説明
_8.働きがいも経済成長も 8.5   2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女

性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らし
い仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する。

現在の障害者雇用は福祉的就労かもしくは従業員５０人以上の中小企業もしくは大企業が雇用をしてい
る。地域の小規模事業所や中小企業が障がいのある方、病気のかた等がその個性を活かし働くことがで
きるようにする。また、障害児を持つ親、不登校の親などが雇用できるような事業体を発掘し、支援し
ていく。

必須

任意

申請時入力不要



Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 168/200字

(2)団体の概要・活動・業務 191/200字

Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

593/600字

サードセクター組織の経営の責務を負う人材が広く地域や事業の種類を越えて連帯し、互いに知見を学びあい(つなぐ)、経営力を高め(伸ばす)、さまざまな提言活動を行う(提言する)ことによ
り、我が国が直面する様々な社会的課題の解決に向けて、サードセクターをはじめ、企業セクターならびに行政セクターが、各々適切な役割を果たす多元的な社会を実現する。

①つなぐ事業 : サードセクター組織の経営者同士が経営課題を話し合う相互援助の場と機会を提供する。
②伸ばす事業 : 各種講座・セミナーの開催を通じてサードセクター組織の経営力を向上し、コンサルタントの養成・派遣により次世代の経営者層を育成する。
③提言事業 : サードセクター組織の経営者集団としての立場から各種調査研究活動を実施し、政府・行政や企業、社会に対する提言活動を行う。

国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

最終受益者 障害者で求職中の方の数（労働局）、困難者で就労希望者の数、引きこもり
等の数、難病者の数（厚労省）、シングルママの求職者が数（厚労省）

(人数) １６１４万人

障がい者のある方で一般就労に移行できない方、ニート、障害児や不登校の親、ひとり親などが、地域で働けるようにする。一人ひとりの事情に寄り添い、心のケ
アをしながら、なおかつ働く時間や在宅ワークなどの工夫もおこなっていく。ソーシャルファームの実践においては、「共に生き、共につくる」姿勢が重要であ
り、事業の持続性を高め、その影響力を最大化に向けて、地域の巻き込みが重要である。 地域住民・自治体・団体との対話を通じて、地域の課題や資源を丁寧に
把握し、共通の目的意識を育む。 農業・空き家・地元商店街など地域資源と連携した活動を展開し、地域課題の解決と働く機会の創出を両立させる。活動の見え
る化にも注力し、情報発信やイベントを通じて地域住民の理解と共感を得る。 ボランティアや協力会の仕組みを導入し、住民が継続的に関われる環境を整備。学
校や企業との協働も取り入れ、地域ぐるみで支え合う仕組みを目指す。活動は一方的な支援ではなく、「地域と共に育つ場」として信頼関係を重視し、持続可能な
取り組みへと発展させる。 地域活動では、「リビングラボ（Living Lab）」の考え方を取り入れ、地域住民や多様な主体と共に課題解決に取り組む共創型の姿勢を
重視する。 六次産業化や、地域の事業協同組合設立なども視野にいれる。東京都のソーシャルファーム条例を参考に実行団体とともに行政に提言活動を行ってい
く。

なし

直接的対象グループ 自立的な経済活動を行いながら、就労に困難を抱える方が、必要なサポート
を受け、他の従業員と共に働くことができる事業体とそこで働く就労困難者

(人数) １０人×８事業所＝８０人

実施時期

(開始) 2025/10/1 2029/3/31 対象地域

関東圏（東京都、神奈川
県、埼玉県、千葉県）
愛知県、三重県



Ⅲ.事業の背景・課題
(1)社会課題 973/1000字

(2)課題に対する行政等による既存の取組み状況 199/200字

(3)課題に対する申請団体の既存の取組状況 144/200字

(4)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 180/200字

Ⅳ.事業設計
(1)中長期アウトカム

(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体入100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

障害者で求職中の方の382,115人（厚生労働省 2022）、引きこもりは146万人（内閣府）、難病者は98万人でそのうち63％が就労世代（厚労省 2016）、シングルママの求職者が89,667人（厚労
省）いると推定される。福祉的な教育現場でのトレーニングと一般就労では、まだまだ大きな差がある。これらの障害者や軽度の障害者を含む就労困難者を放置しておくと彼らは将来の可能性
を失ってしまう。丁寧にひとり一人の個性や特性、環境に即した能力開発を行い、就職先の選択肢があれば、社会復帰が期待できる。厚生労働省の発表によると、精神障がい者の職場定着率は
約49%と低い。継続的な就業が困難な理由に「職場でのコミュニケーションや人間関係」「仕事が合わなかった」「体力意欲が続かなかった」「症状が悪化した」など、「仕事と健康管理（状
態）」に関する理由が挙げられている。いかにして、就職後も安定的にかつ戦力的に働くことができるのかが、障がい者の就労・雇用業界における重要な課題である。これは障害者だけでな
く、ニート、ひとり親、難病患者、障害児や不登校の親等にも共通する課題である。就労困難者は精神的に不安定な場合が多く、心に寄り添ったケアが必要である。地域若者サポートステー
ション（通称サポステ）は、「働く」への一歩を踏み出したい15歳〜49歳までの現在仕事をしていない人の「働き出す力」を引き出し、「職場定着するまで」を全面的にバックアップしてい
る。治療と仕事を両立できる取り組みがある事業所の割合は、1,000人以上規模の企業で97.2%であるが、規模が小さくなるにつれその割合は下がり、30〜49人の企業では62.6%、10〜29人の企
業では55.4%となっている。厚生労働省は病気の治療と仕事の両立支援に取り組むことを、企業の努力義務としている。就労困難者に関しては、それぞれの就労困難にたいし、施策はあるが、地
域で受け入れることができる事業体を増やすことが重要である。東京都のソーシャルファーム認定企業に関しては、認定の困難さから就労困難者の多くは障がい者である。認定基準について民
間で実証して行く必要がある。このまま就労困難者に対し、福祉的な対症療法を続けると、政府・行政の各扶助費を圧迫する。地域で就労困難者を雇用できる事業体を増やす必要がある。

就労困難者が個性や特性、好きなことを活かし、仲間と
ともに就労できるように自ら経験やスキルを向上させて
いる

自らの経験やスキルが活かされていると思って
いる就労困難者の数

０

心身に障害のある者(障害者)などは「就職困難者」とされ、それ以外の者よりも長い期間、基本手当(失業給付)を受給できるなどの優遇措置がある。障がい者に対しては障害者総合支援法に基づ
き、就労移行支援、就労継続支援B型、就労継続支援A型の制度があるが一般就労との間には開きがある。ニートに関しては、地域若者サポートステーション、ジョブカェなどの支援機関があ
り、雇用に関しても助成金もあるが、定着率が低い。

福祉的就労制度を使わないで障がい者を雇用する事業体の起業支援、経営支援を行ってきている。福祉的就労支援をおこなう事業体の支援も実績としてある。ニート、不登校、ひとり親などの
支援をおこなっているNPO等を支援してきている。
ソーシャルファームセミナーや勉強会を開催し、啓発活動を行っている。

就労困難者をサポートする施策は多くあるが、受け入れる事業体を地域で増やしていくという取り組みが少ない。地域で多様な就労困難者を雇用できる事業体を増やすことで、就労困難者が身
近な地域で地域の人とともに働くことができる。その必要性と意義を広く発信しならが、就労困難者を雇用できるNPO等をを増やしていく。モデル事業を展開し、政府や、都道府県に提言活動
を行っていく。

地域で「共にいき、共に働く」気運が高まり、障がい者、ニート、ひとり親、障害児や不登校のこどもの親、療養中の方が地域でそれぞれの特性を活かしていきがいを持って、地域で働くこと
ができている。

モニタリング

地域のNPO等が好事例を参考に就労困難者のよさを活か
せる職場環境をつくり雇用し、就労困難者が自立できる
だけの賃金を支払っている

各実行団体の就労困難者への基本給の額 ０

ソーシャルファーム内に就労困難者の心のケアや好きな
こと、得意なことができるように伴走支援できる人が
育っている

伴走支援者の数 ０

住民・行政・企業・NPOなどがソーシャルファーム活動
に参加したり商品サービスを購入したりしている

リビングラボ参加者数
ソーシャルファームへのボランティア登録数

０



(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分配団100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態

46/200字

87/200字

166/200字

105/200字

55/200字

118/200字

68/200字

モニタリング
住民・行政・企業・NPOなどが実行団体が開催するリビ
ングラボに参加し、地域ぐるみで「共にいき、共に働
く」仕組みが必要であることを理解している。

リビングラボ参加者で地域ぐるみで「共にい
き、共に働く」仕組みが必要であることを理解
している数

０

実行団体の伴走支援者が就労困難者の心のケアや寄り添
い、得意なことや経験を引き出すサポートができている

伴走支援者の数
適切なサポートをうけていると思っている就労
困難者の数

０

就労困難者に給料を支払うことができる経営状況となっ
ている。

資金繰り表
損益計算書

初期値は調査

ガバナンス・コンプライアンス体制が構築できている。 ガバナンス・コンプライアンスが重要だと思っ
ている理事の数

初期値は調査

出口戦略ができている 出口戦略の数 ０

事業設計図が作成され、ブラッシュアップを行い、
PDCAサイクルに紐づけで活用することができている。

事業設計図のブラッシュアップ回数 ０

(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
実行団体が想定する就労困難者に対し、就労支援の関係機関に働きかけ、就職説明会や体験会を行う。

実行団体が就労困難者に対し、定期的にステップアップ研修を行う。ターゲットが同じ実行団体があれば、協力して開催してもよい。ターゲットの就労支援に関する専門家を講師に招いて
行う。

２０２６年１月～３月

住民・行政・企業・NPOなどにソーシャルファームでの就労困難者の活動の様子を知らせる情報を届ける。情報誌の作成、SNSの活用、ユーチューブの配信など実行団体の得意で効果的な
方法で発信していく。必要に応じ、ITアドバイザーの支援をうける。

２０２５年１０月から２０２９年２月

実際の生活の場を舞台に、住民・行政・企業・NPOなどが協働してアイデアを試行・実証しながら、新たな価値を創出していくリビングラボを行う。 ２０２６年９月から２０２８年１２月

実行団体が伴走支援者に対し、行政や民間組織が開催する研修会を案内し研修をうけていただく。実行団体が独自のプログラムを持っている場合はそれを活用頂く。また、Jacevoが専門家
と相談し、オンランで開催する伴走支援者のための研修にも参加していただく。またjacevoが提供する伴走支援者の交流会に参加し、現場の課題や工夫を共有していく。

２０２６年４月から２０２６年３月

就労困難者に給与を支払いことができるように、実行団体が実施する事業に関し、売上をあげるために、「売れる仕組みつくり」を確立し、さらに「儲かる仕組みづくり」「お客様の喜ん
でいただける仕組みづくり」を確立していく。

２０２６年４月～２０２８年１２月

住民・行政・企業・NPOなど向けにソーシャルファームの意義や意味、好事例の紹介するセミナーや見学会を開催する。 ２０２６年４月～２０２８年１２月





Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 286/800字

(2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 693/800字

Ⅷ.実行団体の募集

175/200字

11/200字

222/200字

(1)採択予定実行団体数 ６～１０団体

(2)実行団体のイメージ

現在就労移行支援、就労継続支援B型、A型を実施しているNPO等で一般就労への意向が困難であると考えているNPO、放課後児童ディサービスを実施していて、
卒業後の就労の機会提供に取り組もうと考えているNPO等
若者支援、ひとり親支援、不登校児の支援、療養しながら働く人の支援などをしているNPO等で、経済的自立が重要だと思い、これまで模索しているNPO等

(3)1実行団体当り助成金額
１０００万～１６００万

2010年〜2011年、内閣府地域社会雇用創造事業 起業支援金交付 147社（交付額 : 263,000,000円）内就労困難者を支援しているNPO等 ５社
2012年 復興支援型内閣府地域社会雇用創造事業 63社(交付額 : 157,500,000円）内就労困難者を支援しているNPO等１１社
2020年 休眠預金 新型コロナウィルス対応支援助成事業 １２社（交付額25,500,000円）内就労困難者を支援しているNPO等３社
2022年 休眠預金 多角的福祉サービスを創出する事業体支援事業 ６社（交付額85,000,000円）内就労困難者を支援しているNPO等３社

1）案件を発掘・形成するための調査研究に関する実績 : 有り
・経済産業研究所「官民関係の自由主義的改革とサードセクターの再構築に関する調査研究」 （2015年〜2018年）・経済産業研究所「官民関係の自由主義的改革とサードセクターの再構築に
関する調査研究 」（2013年〜2015年）・経済産業研究所「日本におけるサードセクターの経営実態と公共サービス改革に関する調査研究」 （2011年〜2013年）・経済産業研究所「日本におけ
るサードセクターの全体像とその経営実態に関する調査研究」 （2010年〜2011年）
（2）他のセクター・団体・企業等との連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 : 有り
・埼玉県「平成23年度埼玉県ＮＰＯ等人材開発支援事業」（2011年）・岩手県「被災者のコミュニティ形成支援と地域産業である農業の新展開プロジェクト」（2012年）・宮城県「ＮＰＯ等の
経営力強化プロジェクト業務」（2012年）・熊本県「ＮＰＯ等のマネージメント能力向上支援事業」（2012年～2019年）・中小企業庁「地域創業促進支援事業」（2014年～2015年）全国７か
所・東京都インキュベーション施設に於けるインキュベーションマネージャー業務（2016年～現在）・東京都「女性・若者・シニア創業サポート事業」に於けるアドバイザー業務（2017年～）
融資サポートと決定後5年間のハンズオン支援を行う。・城南信用金庫と連携し創業支援を行う。全国よい仕事おこしネットワーク事務局と連携しビジネスマッチングを行う。ソーシャルファー
ムセミナー開催と意見交換（２０２２年、２０２３年）

(4)案件発掘の工夫

関東圏、愛知県、岐阜県の社会福祉協議会への協力依頼、信用金庫などへの協力依頼、NPOセンターへの告知
キックオフセミナーと同時にマスコミなどに日本では東京都をのぞいて本格的なソーシャルファームのNPO等への支援であることを発信。NPOは対価がえにくい活
動をしているので、有期雇用でない常勤職員を雇用することは困難であるので、一般企業で就労できない事情の方が就労の相談にくることが多い。本格的にソー
シャルファーム企業となりたいNPO等を募集する。





 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体 2025年度通常枠 bt202500001
2025/10/01 2029/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

192,328,040

ダイバーシティと働くの推進事業
公益社団法人日本サードセクター経営者協会

13,858,600

助成金

150,504,000

128,000,000
22,504,000

7,458,600
6,400,000

27,965,440

合計

申請団体/事業種別
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

20,962,000 43,114,000 43,114,000 43,314,000 150,504,000
17,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 128,000,000

3,962,000 6,114,000 6,114,000 6,314,000 22,504,000

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

3,977,920 7,995,840 7,995,840 7,995,840 27,965,440
2,497,920 4,995,840 4,995,840 4,995,840 17,485,440
1,480,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10,480,000

3. 評価関連経費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

1,791,600 4,062,500 4,012,000 3,992,500 13,858,600
941,600 2,212,500 2,162,000 2,142,500 7,458,600
850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 6,400,000

4. 合計 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

26,731,520 55,172,340 55,121,840 55,302,340 192,328,040助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

実行団体への助成
－



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 98.0% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

補助率 100% 100% 98% 96%
0 0 1,000,000 2,000,000

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度
2027年度 1,000,000 自己資金 B:内諾済
2028年度 2,000,000 寄付 D:計画段階

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

3,000,000

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))

自己資金
ソーシャルファームの基金を設置



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考

非常勤職員・従業員数［人］ 3
有給［人］ 3
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 6
常勤職員・従業員数［人］ 3

有給［人］ 3
無給［人］ 0

理事・取締役数［人］ 7
評議員［人］
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 1

氏名 後房雄
役職 代表理事

役員数［人］ 9

代表者(2)
ウシロフサオフリガナ

代表者(1) 氏名 田島誠一
役職 代表理事

フリガナ タジマセイイチ

設立年月日 2009/09/01
法人格取得年月日 2009/12/28

電話番号 03-3768-6000

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://jacevo.jp/

その他のWEBサイト
(SNS等)

都道府県 東京都
市区町村 大田区大森北二丁目
番地等 ３番１５号下川ビル４階パシオンTOKYO内

団体情報入力シート

団体名 公益社団法人日本サードセクター経営者協会
郵便番号 143-0016

団体種別法人格 公益社団法人 資金分配団体/活動支援団体





(11)助成を受けた実績

(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

1

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2022年度 通常枠 資金分配団体に採択
公益社団法人日本サードセクター

経営者協会
多角的福祉事業体の創出

申請中・申請予定又は採択された
事業名

2020年度 コロナ等対応支援枠 資金分配団体に採択
公益社団法人日本サードセクター

経営者協会
NPOが新しい活動様式を生み出す

事業

助成を受けた事業の実績内容

番号
対象 申請

左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

今までに助成を受けて行っている事業の実績



2023/11/2版

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： ソーシャルファーム支援事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 公益社団法人日本サードセクター経営者協会

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。

記入完了 記入完了 確認が必要です。G列に未記
入があるか、提出時期と整合
していません。（E列が「内定
後提出」「提出不要」の場合
は空欄にしてください）

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 １５条

公募申請時に提出 定款 １６条

公募申請時に提出 定款 １５条

公募申請時に提出 定款 １６条

公募申請時に提出 定款 １４条

公募申請時に提出 定款 １９条

公募申請時に提出 定款 ２２条

公募申請時に提出 社団法人のため提出しない

. . .

公募申請時に提出 理事会運営規程 4条（１）

公募申請時に提出 理事会運営規程 4条（２）

. . .

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３５条（定款）
２条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３６条１項（定款）
５条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３５条（定款）
２条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３６条３．４．５項（定款）
６条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３４条（定款）
１６条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３９条（定款）
８条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
４２条（定款）
１３条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 理事会運営規程 ８条

. . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款、コンプライアンス規程
２６条（定款）
４条（コンプライアンス規
程）

. . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 ２７条

. . .

公募申請時に提出 定款、役員の報酬等及び費用に関する規程
３０条（定款）
３条、別表（役員の…）

公募申請時に提出 役員の報酬等及び費用に関する規程 ５条

⚫ 理事の職務権限に関する規程

⚫ 監事の監査に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程



. . .

公募申請時に提出 倫理規定 ３条

公募申請時に提出 倫理規定 ４条

公募申請時に提出 倫理規定 ５条

公募申請時に提出 倫理規定 ７条

公募申請時に提出 倫理規定 ６条

公募申請時に提出 就業規則
２５条（５）、５１条（８）、
５３条（９）、５４条（１０）

公募申請時に提出 倫理規定。情報公開規程
８条（倫理規程）
情報公開規程全条

公募申請時に提出
倫理規程、個人情報保護に関する基本方針・
個人情報管理規程

９条（倫理規程）
個人情報保護…全条

. . .

公募申請時に提出 倫理規定 ６条、７条

公募申請時に提出 倫理規定 ６条

公募申請時に提出
役員の利益相反防止のための自己申告等に
関する規程

３条

. . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 ３条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 ６条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 １０条

. . .

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 １条、４条

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 １０条

. . .

公募申請時に提出 定款、事務局規程
５６条
１条（事務局規程）

公募申請時に提出 事務局規程 ２条

公募申請時に提出 事務局規程 ３条

公募申請時に提出 事務局規程 ５条、６条

. . .

公募申請時に提出 給与規程 １２条、１３条、１６条

公募申請時に提出 給与規程 ４条、６条、１２条

. . .

公募申請時に提出 文書管理規程 ６条

公募申請時に提出 文書管理規程 ９条

公募申請時に提出 文書管理規程 １０条

. . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 ５条、７条、別表

. . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 ６条

公募申請時に提出 リスク管理規程 １２条

公募申請時に提出 リスク管理規程 １５条

公募申請時に提出 リスク管理規程
１５条、１６条、１７条、１８
条、１９条、２０条

. . .

公募申請時に提出 経理規程 ５条

公募申請時に提出 経理規程 ３条、１０条

公募申請時に提出 経理規程 ６条。２１条

公募申請時に提出 経理規程 ９条、１１条

公募申請時に提出 経理規程 ２２条

公募申請時に提出 経理規程 第３章（１６～１９条）

公募申請時に提出 経理規程 第７章（４２～４８条）

⚫ 経理に関する規程

⚫ 内部通報者保護に関する規程

⚫ 組織（事務局）に関する規程

⚫ 文書管理に関する規程

⚫ 情報公開に関する規程

⚫ リスク管理に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等

⚫ 利益相反防止に関する規程

⚫ 倫理に関する規程

⚫ コンプライアンスに関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針
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